
点検・評価報告書（理工学研究科（地理学専攻を除く）） 

基準１ 理念・目的 

１ 現状分析 

点検・評価項目①  

大学の理念・目的を適切に設定すること。また，それを踏まえ，学部及び研究科の目的を適切

に設定し，公表していること。 

＜評価の視点＞ 

・大学が掲げる理念を踏まえ，教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学の目的及び学部・研

究科における教育研究上の目的を明らかにしているか。

・理念・目的を教職員及び学生に周知するとともに，社会に公表しているか。

① 学部等ホームページに，以下の項目を掲載し，社会に公表していますか。

（1）日本大学の目的及び使命 

（2）日本大学の教育理念  

（3）日本大学教育憲章 

（4）学部においては，学部，学科ごと，研究科においては，研究科，専攻の課程ごと，短期

大学部においては，学科，専攻科ごとの教育研究上の目的 

［自己評価］ 

■全ての項目を掲載している。

□一部の項目を掲載していない。

□その他回答

② 履修要覧に，以下の項目を掲載し，学生に周知していますか。

（1）日本大学の目的及び使命 

（2）日本大学の教育理念 

（3）日本大学教育憲章 

（4）学部においては，学部，学科ごと，研究科においては，研究科，専攻の課程ごと，短期

大学部においては，学科，専攻科の教育研究上の目的 

［自己評価］ 

□全ての項目を掲載している。

■一部の項目を掲載していない。

（1）日本大学の目的及び使命：履修要覧８ページ「日本大学学則（抜粋）」に掲載

（4）研究科，専攻の課程ごとの教育研究上の目的：履修要覧２～３ページ「教育上の研究目

的」に掲載 

「(2) 日本大学の教育理念」及び「(3) 日本大学教育憲章」は理工学研究科のホームページ

に記載はあるが，履修要覧には記載がないため，令和７年度から履修要覧に掲載し対応する。 

□その他回答

２ 長所・特色・問題点 

【問題点】 
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「日本大学の教育理念」及び「日本大学教育憲章」が履修要覧に掲載されていないため，令和

７年度から履修要覧に掲載し対応する。 

 

基準２ 内部質保証 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

内部質保証のための方針を適切に設定していること。また，教育の充実と学習成果の向上を図

るために，内部質保証システムを整備し，適切に機能させていること。 

＜評価の視点＞ 

・学部，研究科その他の組織における自己点検・評価をそれぞれ定期的に実施し，その結果を

活用して改善・向上に取り組んでいるか。 

・学部，研究科その他の組織における自己点検・評価の客観性，妥当性を高めるために，学生

の意見や外部の視点を取り入れるなどの工夫をしているか。 

 

③ 学部等において，ＰＤＣＡサイクルをどのように機能させているか，内部質保証体制（内

部質保証推進委員会，自己点検・評価委員会，各委員会組織，教授会，執行部会等の役割や

関係性）や，活動内容について記述してください。 

 

理工学部自己点検・評価委員会（専門委員会含む）が関係部署（各委員会等）へ点検・評価

の資料作成依頼を行い，点検・評価報告書等を作成し，理工学部内部質保証推進委員会へ報告

を行い，本学部の課題等を抽出している。課題として抽出された事項については，理工学部自

己点検・評価委員会が関係部署へ改善計画の作成を指示し，改善に努めている。作成された改

善計画は担当会議（執行部会）にて審議を行い，担当・主任会議及び教授会にて報告している。 

自己点検・評価活動以外の取組としては，理工学部内部質保証推進委員会が理工学部情報統

括委員会（ＩＲ委員会）の取組内容，ＳＤ研修会・ＦＤ研修会の開催結果等について報告を受

け，点検・評価を行っており，改善が必要な場合は改善指示を行っている。 

④ 三つの方針について，どの組織が，どのように検証しているか記述してください。 

 

大学院委員会を中心に検証を行っている。カリキュラム変更等改正が必要となった場合は，

大学院委員会が中心となって検討し，大学院分科委員会で意見を集約又は審議することにして

いる。 

⑤ 外部評価を実施（令和３年度から令和５年度までの期間）している場合，点検・評価項目

を記述してください。 

 

＜令和３年度＞実施なし 

＜令和４年度＞実施なし 

＜令和５年度＞ 

① 教育課程・学習成果（ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー） 

② 学生の受け入れ（アドミッション・ポリシー） 

③ 学生支援 

④ 社会連携・社会貢献 
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⑥ 外部評価の結果，改善・向上に取り組んだ事項について記述してください。 

 

 現在，外部評価結果にて意見等があった内容について各部署にて改善取組の方針等を検討し

ている状況であるが，博士後期課程の定員充足に向けて外国人留学生入学試験募集要項の英語

訳のホームページ掲載，校友会報誌への掲載，博士後期課程への進学を勧める簡易パンフレッ

ト作成等，外国人留学生及び社会人を対象とした広報活動の強化を図っている。 

⑦ 今後，外部評価，分野別評価，法科大学院認証評価，ＪＡＢＥＥ認定を受審する予定があ

れば記述してください。 

 

令和５年度に引き続き，令和６年度中に外部評価を実施する。 

⑧ 教育の質の向上を図るために，学生からの意見を取り入れていますか。取り入れている場

合は，その内容を具体的に記述してください。 

 

・授業評価アンケートを実施している。 

・日本大学学生 FD CHAmmiT で作成された学部に対する学生からの改善・要望等の意見を学生・

教員・職員の三者で協議し，回答書を作成し学部ホームページに公開している。 

 

点検・評価項目② 

大学の諸活動の状況等を適切に公表し，社会に対する説明責任を果たしていること。 

＜評価の視点＞ 

・教育研究活動，自己点検・評価結果，財務，その他の諸活動の状況等を適切に公表し，社会

に対する説明責任を果たしているか。 

・教育研究活動の情報として，学生の学習実態，学習上の成果に関わる情報を社会に分かりや

すく公表しているか。 

 

⑨ 学部等ホームページに公表している学校教育法施行規則第 172 条の２第１項に定める以下

の教育情報は，最新の情報に更新されていますか。 

(1) 教育研究上の目的 

(2) 教育研究上の基本組織 

(3) 卒業の認定に関する方針 

(4) 教育課程の編成及び実施に関する方針 

(5) 入学者の受入れに関する方針 

(6) 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績 

(7) 入学者の数，収容定員及び在学する学生の数 

(8) 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況 

(9) 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画 

(10) 成績評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 

(11) 校地，校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境 

(12) 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用 

(13) 修学支援，生活支援，進路支援その他の学生支援 
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[自己評価] 

■全ての項目が更新されている。 

□一部の項目が更新されていない。 

□その他回答 

 

点検・評価項目③ 

内部質保証システムの有効性及び適切性について定期的に点検・評価を行い，改善・向上に向

けた取組を行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・内部質保証システムの整備や機能の状況を定期的に点検・評価し，その結果に基づき，教育

の質を保証する仕組みとしてより有効に機能できるよう改善・向上に取り組んでいるか。 

 

⑪ 学部等における内部質保証システムが有効に機能しているか，どのように点検・評価（検

討・検証）しているか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等につ

いて記述してください。 

 

 理工学部内部質保証推進委員会が理工学部情報統括委員会（ＩＲ委員会）の取組内容，ＳＤ

研修会・ＦＤ研修会の開催結果等について報告を受け，点検・評価を行っている。特にＩＲ委

員会・ＦＤ委員会等が中心に取りまとめた教学ＩＲに関する分析結果は所管部署(委員会・課)

へ反映され，一定の効果が出ている。また，ＩＲ委員会が報告した「各委員会における取組達

成状況」は令和６年度の本学部運営方針に反映された。今後も学部全体として組織的に内部質

保証に関するサイクルをより一層機能させるため，各部署から理工学部内部質保証推進委員会

への適切な報告と，情報集約による，更なる教育力向上を目指す。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【長所・特色】 

令和５年度から，理工学部内部質保証推進委員会が中心となり，理工学部の内部質保証の推進

を図る一環として，自己点検・評価の客観性・妥当性を高めるために外部からの評価を取り入れ

ている。外部評価者からの意見等を踏まえた検証を継続的に毎年度実施することで，教育の質保

証及び向上につながることが期待される。 

 

基準３ 教育研究組織 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

大学の理念・目的に照らして，学部・研究科，附置研究所，センターその他の組織の設置状況

が適切であること。 

＜評価の視点＞ 

・大学の理念・目的を踏まえ，また，学問の動向や社会的要請等に配慮した上で，教育研究組

織（学部・研究科や附置研究所，センター等）を構成しているか。 

 

点検・評価項目② 
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教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価し，その結果を活用して改善・向上に向け

て取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・教育研究組織に関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が上がっ

ている取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，教育研究組織に関わる事項の改善・向上に取り組み，効果的

な取組へとつなげているか。 

 

⑫ 学問の動向や社会的要請等に対応すべく，学科や研究所の新設，学科の改組等，教育研究

組織の見直しについて，どの組織が，どのように点検・評価（検討・検証）しているか記述

してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記述してください。 

 

専攻組織の適切性については，大学院委員会，理工学部情報統括委員会（ＩＲ委員会），執行

部及び入試担当部署が中心となり，カリキュラムの検討及び入学定員充足率・収容定員に対し

ての学生充足率等の専攻定員管理から検討を行っている。 

 

２ 長所・特色・問題点  

【長所・特色】 

 理工学研究所研究支援センターは，その利用目的を受託・共同研究の実施に特化することによ

り，産学官連携研究の更なる充実が期待できる。 

 

基準４ 教育・学習 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

達成すべき学習成果を明確にし，教育・学習の基本的な在り方を示していること。 

＜評価の視点＞ 

・卒業の認定に関する方針において，学生が修得すべき知識，技能，態度等の学習成果を明ら

かにしているか。また，教育課程の編成及び実施に関する方針において，学習成果を達成す

るために必要な教育課程及び教育・学習の方法を明確にしているか。 

・上記の学習成果は授与する学位にふさわしいか。 

 

［卒業の認定に関する方針について］（修士・博士・専門職学位課程） 

㉓ 課程・専攻ごとに定めていますか。 

 

[自己評価] 

■定めている。 

□定めていない。 

□その他回答 

㉔ 「学生が修得すべき知識」，「技能」，「態度」等，当該課程・専攻にふさわしい学習成果を

示していますか。 
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[自己評価] 

■示している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉕ ステークホルダーが見て，分かりやすく，理解しやすい表現・内容となっていますか。 

 

[自己評価] 

■なっている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

［教育課程の編成及び実施に関する方針について］（修士・博士・専門職学位課程） 

㉖ 課程・専攻ごとに定めていますか。 

 

[自己評価] 

■定めている。 

□定めていない。 

□その他回答 

㉗ 卒業の認定に関する方針との連関性が明確ですか。 

 

[自己評価] 

■明確である。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉘ 卒業の認定に関する方針に基づき，「教育課程の体系」，「教育内容」，「教育課程を構成する

授業科目区分」，「授業形態」，「学修成果の評価」を示していますか。 

 

[自己評価] 

■示している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉙ ステークホルダーが見て，分かりやすく，理解しやすい表現・内容となっていますか。 

 

[自己評価] 

■なっている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目② 

学習成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し，教育課程を体系

的に編成していること。 
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＜評価の視点＞ 

・学習成果の達成につながるよう，教育課程の編成及び実施に関する方針に沿って授業科目を

開設し，教育課程を体系的に編成しているか。 

 

㉚ 各授業科目は，授与する学位（又は，課程・専攻）と整合していますか。 

 

[自己評価] 

■整合している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉛ 各授業科目は，体系的に編成されていますか。 

 

[自己評価] 

■編成されている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉜ 各授業科目の到達目標が，シラバスに明示されていますか。 

 

[自己評価] 

■明示されている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㉝ 各授業科目は，学習時間を考慮し，授業期間及び単位が設定されていますか。 

 

[自己評価] 

■設定されている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目③ 

課程修了時に求められる学習成果の達成のために適切な授業形態，方法をとっていること。ま

た，学生が学習を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・授業形態，授業方法が学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学習成果及び

教育課程の編成及び実施に関する方針に応じたものであり，期待された効果が得られている

か。 

・授業の目的が効果的に達成できるよう，学生の多様性を踏まえた対応や学生に対する適切な

指導等を行い，それによって学生が意欲的かつ効果的に学習できているか。 

 

㉞ 学習状況に応じたクラス分けなど，学生の多様性を踏まえた対応をしていますか。 
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[自己評価] 

□対応している。 

□見直す必要がある。 

■その他回答 

 学習状況に応じたクラス分けは行っていない。 

㉟ シラバスは，学生が授業の内容や目的を理解し，効果的に学習を進めるために十分な内容

ですか。 

 

[自己評価] 

■十分である。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㊱ 学生が意欲的かつ効果的に学習できるように，以下の項目について取り組んでいますか。 

(1) 授業の履修に関する指導 

(2) 学習の進捗等の状況や学生の学習の理解度・達成度の確認 

(3) 授業外学習に資するフィードバック 

 

[自己評価] 

■全ての項目について取り組んでいる。 

□一部の項目について取り組んでいない。 

□上記以外の事項について取り組んでいる。 

□その他回答 

 

点検・評価項目④ 

成績評価，単位認定及び学位授与を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・成績評価及び単位認定を客観的かつ厳格で，公正，公平に実施しているか。 

・成績評価及び単位認定に係る基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）を学生に明示

しているか。 

・既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等を適切に行っているか。 

・学位授与における実施手続及び体制が明確であるか。 

・卒業の認定に関する方針に則して，適切に学位を授与しているか。 

 

㊲ 成績評価及び単位認定を客観的かつ厳格で，公正，公平に実施していますか。 

 

[自己評価] 

■実施している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㊳ 成績評価及び単位認定に係る基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）を学生に明

示していますか。 
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[自己評価] 

■明示している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㊴ 既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等を，客観的かつ厳格で，

公正，公平に行っていますか。 

 

[自己評価] 

■行っている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

㊵ 学位授与における実施手続及び体制が明確ですか。 

 

[自己評価] 

■明確である。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

［研究指導計画について］（修士・博士課程） 

㊶ 研究指導計画を大学院要覧に明示していますか。 

 

[自己評価] 

■明示している。 

□明示していない。 

□その他回答 

㊷ 研究指導計画には，入学から学位取得までの研究指導の方法，内容及びプロセスを明示し

ていますか。 

 

[自己評価] 

■明示している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目⑤ 

卒業の認定に関する方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価していること。 

＜評価の視点＞ 

・学習成果を把握・評価する目的や指標，方法等について考えを明確にしているか。 

・学習成果を把握・評価する指標や方法は，卒業の認定に関する方針に定めた学習成果に照ら

して適切なものか。 

・指標や方法を適切に用いて学習成果を把握・評価し，学部として設定する目的に応じた活用
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を図っているか。 

 

㊸ 学習成果を把握・評価する目的や指標，方法について記述してください。 

 

特に定めていないが，学位論文審査基準及び修了の認定に関する方針により，評価を行って

いる。 

また，博士前期課程の修了予定者を対象に大学院理工学研究科の満足度を調査し改善するた

めの基礎データ収集を目的としたアンケート調査を実施している。 

㊹ 上記指標や方法を用いて把握・評価した学習成果を，学部等でどのように活用しているか

記述してください。 

 

令和６年度からは，教育改善のため大学院委員会に学生支援ＷＧを設置し，修了時満足度調

査結果の分析及び活用方法の検討を行っている。 

 

［学位論文審査基準について］（修士・博士課程） 

㊺ 学位論文審査基準をホームページに公表していますか。 

 

[自己評価] 

■公表している。 

□公表していない。 

□その他回答 

㊻ 学位論文審査基準を大学院要覧に明示していますか。 

 

■明示している。 

□明示していない。 

□その他回答 

㊼ 学位論文審査基準には，以下の項目が明示されていますか。 

(1) 学位論文が満たすべき水準 

(2) 審査体制 

(3) 審査方法（項目） 

 

[自己評価] 

□全ての項目を掲載している。 

■一部の項目を掲載していない。 

 「(1) 学位論文が満たすべき水準」は公表しているが，「(2) 審査体制」及び「(3) 審査方法

（項目）」については公表を期待する事項とされ，義務化されていなかったため公表していな

い。令和７年度に「審査体制」及び「審査方法（項目）」 の公表に向けた検討を行う。 

□その他回答 

 

［特定課題研究審査基準］ 

（修士課程：芸術学研究科，理工学研究科建築学専攻，生産工学研究科建築工学専攻のみ） 

㊽ 特定課題研究審査基準をホームページに公表していますか。 
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[自己評価] 

■公表している。 

□公表していない。 

□その他回答 

㊾ 特定課題研究審査基準を大学院要覧に明示していますか。 

 

[自己評価] 

■明示している。 

□明示していない。 

□その他回答  

㊿ 修士課程修了に当たり，修士論文に代えて課される特定の課題についての研究に関し，学

位に求める水準を満たした研究成果か否かを審査する基準となっていますか。 

 

[自己評価] 

■なっている。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目⑥ 

教育課程及びその内容，教育方法について定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組

んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・教育課程及びその内容，教育方法に関する自己点検・評価の基準，体制，方法，プロセス，

周期等を明確にしているか。 

・課程修了時に求められる学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学習状況，資

格試験の取得状況，進路状況等の情報を活用するなど，適切な情報に基づいているか。 

・自己点検・評価の結果を活用し，教育課程及びその内容，教育方法の改善・向上に取り組ん

でいるか。 

 

○51  教育課程及びその内容，教育方法に関する自己点検・評価の基準，体制，方法，プロセス，

周期等について記述してください。 

 

令和５年度にカリキュラムの変更（一部専攻は令和６年度）を行った。大学院委員会におい

て，完成年度を迎えた令和８年度に向けてカリキュラム編成方針を策定中である。 

○52  点検・評価するに当たり，学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学習状況，

資格試験の取得状況，進路状況等の情報をどのように活用しているか記述してください。 

 

令和８年度に向けてカリキュラム編成方針を策定中であり，その中で活用・検討されていく

ことを想定している。 
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○53  教育課程及びその内容，教育方法の改善・向上に当たり，自己点検・評価の結果をどのよ

うに活用しているか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等につい

て記述してください。 

 

自己点検・評価の結果を，教育課程の改善，見直しに活用している。カリキュラムの見直し

は，当該カリキュラム完成年度までの各専攻等における検証結果を基に，大学院委員会におい

て，日本大学教育憲章，主にカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシー及び（人材養

成その他）教育研究上の目的を踏まえた分析を行う。 

なお，令和５年度にカリキュラム変更を行い，リサーチワークのみであった博士後期課程の

カリキュラムにコースワークを設置した。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【問題点】 

学位論文審査基準の一部項目について掲載していない項目（「審査体制」及び「審査方法（項目）」）

があるので，令和７年度に公表に向けた検討を行う。 

 

基準５ 学生の受け入れ 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

入学者の受入れに関する方針に基づき，学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に

整備し，入学者選抜を公平，公正に実施していること。 

＜評価の視点＞ 

・入学者の受入れに関する方針は，学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課程・専門職学

位課程）に設定しているか。 

・入学者の受入れに関する方針は，入学前の学習歴，学力水準，能力等の求める学生像や，入

学希望者に求める水準等の判定方法を志願者等に理解しやすく示しているか。 

・入学者の受入れに関する方針に沿い，適切な体制・仕組みを構築して入学者選抜を公平，公

正に実施しているか。 

・入学者選抜に当たり，特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みを整備しているか。 

・全ての志願者に対して分かりやすく情報提供しているか。 

 

○54  入学者の受入れに関する方針を学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課程・専門職学

位課程）に設定していますか。 

 

［自己評価］ 

■設定している。 

□設定していない。 

□その他回答 

○55  入学者の受入れに関する方針には，卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施

に関する方針を踏まえた「入学前の学習歴」，「学力水準」，「能力等の求める学生像」及び「入

学希望者に求める水準等の判定方法」を志願者等に理解しやすく示していますか。 
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［自己評価］ 

□示している。 

□見直す必要がある。 

■その他回答 

  志願者等に理解しやすい内容にはなっているが，「入学前の学習歴」，「学力水準」までは示

していない。 

○56  入学者選抜を，体制・仕組みに基づき公平，公正に実施していますか。 

 

［自己評価］ 

■実施している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

○57  入学者選抜に当たり，特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みを整備しています

か。 

 

［自己評価］ 

■整備している。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目② 

適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに，在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理していること。 

＜評価の視点＞ 

・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数を適正に維

持し，大幅な定員超過や定員未充足の場合には対策をとっているか。 

 

大学基礎データ（表２） 

研究科・課程 
入学定員充足率の５年平均 

（令和２年度～令和６年度） 

収容定員充足率 

（令和６年度） 

理工学研究科（博士前期課程） 0.95 0.97 

理工学研究科（博士後期課程） 0.17 0.20 

 

○58  「大学基準協会の評価の指針」により，定員超過あるいは定員未充足の場合は，どのよう

な対策をとっているか記述してください。 

 

 博士後期課程は定員未充足であり，改善課題に該当するために，学部生・博士前期課程学生

を対象とした Web を利用した大学院進学説明会の開催（年２回）や大学院情報サイトを開設し

て情報の発信を継続して行っている。 

また，外国人留学生入学試験募集要項の英語訳のホームページ掲載，校友会報誌への掲載，

博士後期課程への進学を勧める簡易パンフレット作成等，外国人留学生，社会人を対象とした

広報活動の強化を図っている。 
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点検・評価項目③  

学生の受け入れに関わる状況を定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組んでいるこ

と。 

＜評価の視点＞ 

・学生の受け入れに関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が上が

っている取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，学生の受け入れに関わる事項の改善・向上に取り組み，効果

的な取組へとつなげているか。 

 

○59  学生の受け入れに関わる事項について，どの組織が，どのように点検・評価（検討・検証）

しているか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記述して

ください。 

 

大学院委員会が各入試別の実施内容が適切であるか，また，適正な定員管理が行われている

かの点検・評価を行っている。また，大学院委員会が中心となり，試験実施や入学定員管理が

適切に行われるように，改善案を大学院分科委員会に諮り，改善・向上を図っている。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【問題点】 

博士後期課程定員未充足であり，改善課題に該当するため引き続き対策を行っていく必要があ

る。 

 

基準６ 教員・教員組織 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

教員組織の編制に関する方針に基づき，教育研究活動を安定的にかつ十全に展開できる教員

組織を編制し，学習成果の達成につながる教育の実現や大学として目指す研究上の成果につ

なげていること。 

＜評価の視点＞ 

・「学部等教員組織編制方針」に基づき，教員組織を編制しているか。 

  ►専任教員数の遵守，教員の構成 

►教育効果に配慮したクラス編成，専任教員の授業負担への配慮 

►教員の適切な役割分担及び責任の所在の明確化 

►教員の資質向上 

►その他，学部等として重視するポイント 

・教員は職員と役割分担し，それぞれの責任を明確にしながら協働・連携することで，組織的

かつ効果的な教育研究活動を実現しているか。 

・ＴＡ，ＳＡ又はＧＳＡを置いている場合，ガイダンスや研修を実施した上で業務をさせてい

るか。 

 

14



（修士・博士課程） 

○63  各専攻における研究指導教員数は，設置基準を満たしていますか。 

 

［自己評価］ 

■全ての専攻において満たしている。 

□一部の専攻において満たしていない。 

□その他回答 

（修士・博士課程） 

○64  各専攻における教授数は，設置基準を満たしていますか。 

 

［自己評価］ 

■全ての専攻において満たしている。 

□一部の専攻において満たしていない。 

□その他回答 

（修士・博士課程） 

○65  各専攻における研究指導教員数及び研究指導補助教員数の計は，設置基準を満たしていま

すか。 

 

［自己評価］ 

■全ての専攻において満たしている。 

□一部の専攻において満たしていない。 

□その他回答 

○67  特定の教員に過度な授業負担が生じないよう，どのように配慮しているか記述してくださ

い。 

 

「理工学部専任教員の授業担当時間ならびに超過講義手当支給に関する要項」に基づき，講

義持ち時間が毎週 10 時間（５講義）を下回る場合，又は，毎週 20時間（10講義）を上回る場

合は，教室主任等を経て理工学部長の許可を得て実施している。 

○68  教育研究活動を実現するために，教員と職員とがどのように役割分担をし，それぞれの責

任を明確にし，協働・連携しているか記述してください。 

 

外部資金（研究費）の応募時に事務局が申請書類の記載事項の事務的な確認を行い，教員（研

究者）が研究内容の記載に重点をおくことができるように支援することは基本であるが，特に

科学研究費助成事業の応募において，事務的な項目以外の記載項目・条件が多岐・多量である

ため，希望する教員については，研究内容に係る記載項目に関して，記載すべき条件の網羅と

いう観点から事務局でチェックする支援を行うことにより，外部資金獲得という共通の目的に

おける教職員の協働・連携作業を実施している。 

理工学研究科の教育活動に係る全般を担う大学院委員会を設置しており，職員からは教務課

長が構成員となっている。 

○69  ＴＡ，ＳＡ又はＧＳＡを置いている場合，どのようなガイダンスや研修を実施し，どのよ

うな業務をさせているか記述してください。 
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ＴＡは置いている。ＴＡに従事する学生には専攻主任宛てに雇用契約書等と併せてＴＡの心

得を配布し，専攻にてＴＡへ説明を行っている。業務内容は理工学部及び短期大学部（船橋校

舎）の学生に対する助言や実験・演習等の補助業務を主としている。 

ＳＡ及びＧＳＡは，置いていない。 

 

点検・評価項目② 

教員の募集，採用，昇任等を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・教員の募集，採用，昇任等に関わる明確な基準及び手続に沿い，公正性に配慮しながら人事

を行っているか。 

・年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また，性別など教員の多様性

に配慮しているか。 

 

○70  教員を採用するに当たり，どのような方法（公募等）で募集しているか記述してください。 

  

募集方法については，各専攻に委ねられているが，ＨＰや独立行政法人科学技術振興機構の

研究者人材データベースや学会により，公募情報を掲載し募集を行っている。 

○71  「教員の募集」，「教員の採用」及び「教員の昇任」について，明文化された基準及び手続

に従い公正に行っていますか。 

 

［自己評価］ 

■公正に行っている。 

□基準や手続き方法を見直す必要がある。 

□その他回答 

○72  教員の年齢構成に著しい偏りがないように，どのように取り組んでいるか記述してくださ

い。 

 

毎年６月に，各学科から次年度の教員人事計画を学部に提出し，教員人事委員会が教員の年

齢構成を含めその可否を検討し，検討結果を学科に通知したのち，各学科が募集活動等を開始

することとしている。 

○73  教員の男女比に著しい偏りがないように，どのように取り組んでいるか記述してくださ

い。 

 

毎年６月に，各学科から次年度の教員人事計画を学部に提出し，教員人事委員会が状況によ

っては教員の男女比を含めて検討し，検討結果を学科に伝えたのち，各学科が募集活動等を開

始することとしている。ただし，理工系の女性研究者の少なさから，学部から学科に女性教員

の獲得を促したり，学科が女性教員の獲得を目指していたりしても，採用に至らないことも多

い。 

○74  大学院担当教員の資格審査基準は，大学院設置基準第９条第１項各号に沿ったふさわしい

内容となっていますか。 

 

［自己評価］ 
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■ふさわしい内容である。 

□見直す必要がある。 

□その他回答 

 

点検・評価項目③ 

教育研究活動等の改善・向上，活性化につながる取組を組織的かつ多面的に実施し，教員の

資質向上につなげていること。 

＜評価の視点＞ 

・教員の教育能力の向上，教育課程や授業方法の開発及び改善につなげる組織的な取組を行

い，成果を得ているか。 

・教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために，組織的な取組を

行い，成果を得ているか。 

・大学としての考えに応じて教員の業績を評価する仕組みを導入し，教育活動，研究活動等

の活性化を図ることに寄与しているか。 

 

○75  教員の教育能力の向上，教育課程や授業方法の開発及び改善につなげるために，どの組織

が，どのように取り組み，その結果どのような成果を得ているか記述してください。 

 

大学教員としてのスキルアップを目的として「大学教員としての能力開発」をテーマに新任

専任教員を対象としたＦＤ研修会を例年８月末から９月上旬に実施している。研修内容は，教

授法の在り方に関して，参加者自身による模擬授業のワークショップ，外部講師による教授法

とクラスマネジメントに関する講演，さらに意見交換を行っている。 

また，例年３月に開催しているＦＤ研修会では，「教育方法の改善」をテーマに一般教育，各

学科及び各専攻のＦＤ活動について，特徴的な取組内容等を報告し，意見・情報交換を行い，

その結果を教授会（及び大学院分科委員会）において報告している。 

○76  教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために，どの組織が，ど

のように取り組み，その結果どのような成果を得ているか記述してください。 

 

教員の昇格等における評価基準において，「研究貢献」，「教育貢献」及び「学内・社会貢

献」をポイント化し，教員資格審査委員会及び教授会の審査において確認している。これらの

基準を満たさなければ昇格や定年退職後の特任教授の委嘱が認められないため，一定程度の効

果があるものと思料される。 

あわせて，教員の教育活動，研究活動，社会活動等の活性化を図る取組として，本部による

全学的な取組に即して，専任教員は，「日本大学研究者情報システム」及び国立研究開発法人

科学技術振興機構及び国立情報学研究所が運営する研究者総覧「research map」への情報提供

を通して，研究活動や社会活動等の学内外への発信を実施している。 

○77  教員の教育活動，研究活動，社会活動等に関する業績について，どの組織が，どのように

評価しているか記述してください。 

 

教育活動については，令和６年度から「日本大学理工学部教育貢献賞」制度を設けて，学生

に対する教育の質の向上を目指し，教育貢献が著しい専任教員を顕彰することとした。 
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教員の昇格等における評価基準は，「研究貢献」，「教育貢献」及び「学内・社会貢献」が３つ

の大項目として定められ，さらに各大項目に２～５の中項目を定め，学科により増減はあるが

30以上の小項目それぞれについて基準点数を定め，教員の功績を論文数だけではない視点から

把握できるようにしている。これらの結果を記載したワークシートを，教員資格審査の評価資

料として教員資格審査委員会及び教授会で使用している。 

日本大学研究者情報システムの運用により，研究活動における社会連携・社会貢献に係る情

報を幅広く発信することで，学内外の評価に係る情報を提供する場としての整備がなされてい

る。 

 

点検・評価項目④  

教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が上がって

いる取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，教員組織に関わる事項の改善・向上に取り組み，効果的な取

組へとつなげているか。 

 

○78  教員組織に関わる事項について，どの組織が，どのように点検・評価（検討・検証）して

いるか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記述してくだ

さい。 

 

教員人事委員会が毎年度学科ごとに人事計画の確認を行っている。１学科において大学設置

基準上の教授数を満たさない可能性が生じた際には，教員人事委員会が主導して学部として対

応を行った。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【長所・特色】 

 教員の採用及び昇格に当たっての手続は，理工学部教員資格審査に関する内規により明確化さ

れており，「教員規程」及び「理工学部教員資格審査に関する内規」に加え，「理工学部教員評価

基準」で教育者・研究者として必要な能力を明示して審査している点は，長所ないし特色である。 

【問題点】 

教員の能力や資質を全て数値化することは難しく，これらの基準が最低基準でしかない点や，

それにもかかわらず 100以上の記入箇所があることから，今後は簡素化を含めた検討が必要とい

うことが懸念事項である。 

 

基準７ 学生支援 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

学生支援に関する大学としての方針に基づき，学生支援の体制を整備し，適切に実施してい

ること。 

＜評価の視点＞ 

・学生支援に関する大学としての方針に基づき，各種の学生支援体制を整備し，教員と職員
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がそれぞれ役割を果たしながら支援を行っているか。 

・各種の学生支援に当たり，専門的な知識・能力や経験を有する者を含む必要なスタッフを

配置しているか。 

・学生支援に関する情報を学生に積極的に提供するとともに，その支援は学生の利用しやす

さに配慮しているか。 

［修学支援（学習面）］ 

・学生が能力に応じて自律的に学習を進められるようサポートする仕組みを整備しているか

（補習教育，補充教育，学習に関わる相談等）。 

・障がいのある学生や留学生の実態に応じ，それらの学生に対する修学支援を行っているか。 

・学習の継続に困難を抱える学生（留年者，退学希望者等）に対し，その実態に応じて対応し

ているか。 

［修学支援（経済面）］ 

・学生に対する経済的支援（授業料減免，学内外の奨学金を通じた支援等）を，学生の実態等

に応じて行っているか。 

［生活支援］ 

・学生の心身の健康，保健衛生等に関わる指導相談を，学生の実態に応じて行っているか。 

・学生の孤立を防止するため，人間関係構築につながる措置（学生の交流機会の確保等）を必

要に応じて行っているか。 

［進路支援］ 

・各学位課程（学士課程，修士課程や博士課程等）や分野等における必要性，個々の学生の特

性等に応じ，就職支援のほか，職業的自立に向けたキャリア教育・キャリア形成支援等の進

路支援を行っているか。 

［その他支援］ 

・上記のほか，部活動・ボランティア活動等の正課外における学生の活動への支援等，必要に

応じた支援を行っているか。 

［学生の基本的人権の保障］ 

・ハラスメント防止，プライバシー権の保障や苦情申立への対応等，学生の基本的人権の保

障を図る取組を行っているか。 

 

［修学支援（学習面）］ 

○79  学生が能力に応じて自律的に学習を進められるように，どのようにサポートしているか記

述してください（補習教育，補充教育，学習に関わる相談）。 

 

各校舎にパワーアップセンター（ＰＵＣ）を設置し，船橋校舎では，英語・数学・物理・化

学に不安や苦手意識のある学生向けに基礎講座，個別指導及び English Lounge を用意してい

る。また，駿河台校舎では，個別指導として主に数学基礎，物理基礎，化学基礎，英語基礎及

び English Loungeを設けている。さらに，数的処理，公務員試験対策，ＴＯＥＩＣ対策・論文

指導の支援も行っている。 

また，学生の利便性を考慮し，教務関係の質問等を Web 上でも受け付けるために，理工学部

ホームページに問合せフォームや個別にメールアドレスを公開しており，寄せられた各種質問

等について対応を行っている。 
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○80  留年者について，どのように状況を把握し，どのように対応しているか記述してください。 

 

 留年者については成績不振の学生と同じく面談を実施している。実施状況については各専攻

から教務課へ報告されている。 

○81  退学希望者について，どのように状況を把握し，どのように対応しているか記述してくだ

さい。 

 

退学の申出があった場合，退学願提出時又は提出後にクラス担任若しくは研究指導教員と面

談を行い，その内容を退学願に面談者が記載の上，専攻主任（及び大学院担当）の確認印を押

印し教務課へ提出するようになっている。 

○82  留年者や退学希望者の減少に向けて，どのように取り組んでいるか記述してください。 

  

留年者及び退学者は，全学生に対して２・３％程度であることから，クラス担任及び研究指

導教員が対応している。 

 

［修学支援（経済面）］ 

○83  学生に対して，経済的支援（授業料減免，学内外の奨学金を通じた支援を除く）をどのよ

うに行っているか記述してください。 

 

公益財団法人日本国際教育支援協会が運営する「学生教育研究災害傷害保険」に，全学生を

対象に一括で加入している。当該保険では，正課（講義，実験，実習，演習，実技），学校行

事，課外活動，通学中及びインターンシップ等において発生した偶発的な事故による学生本人

の死亡又は怪我，他人に怪我を負わせた場合又は他人の財物を損壊した場合等においての賠償

責任についても，その補償対象としている。 

理工系教育では，大型の実験機器を使用するなどの安全配慮が必要な実験や校舎間の移動や

学外での調査研究も多く，参加時に加入が求められることが多いインターンシップにおける補

償も含め，安心して修学できる環境を整備するための保険料を本学部で負担することにより，

経済的支援を実施している。 

駿河台及び船橋校舎では学内の購買部にて，文具，雑貨に加えて設計製図に用いる専門用具，

模型作成に必要な部材及び論文製本等を市場価格から２割程度安価に販売し，修学に係る経済

的支援としている。 

 

［生活支援］ 

○84  学生の孤立化を防止するため，人間関係構築につながる措置（学生の交流機会の確保等）

をどのように行っているか記述してください。 

 

学部に準じて専攻別に在籍学生数等に応じたクラス担任を配置し，研究室をはじめとして，

修学上の相談及び指導を含めた各学生へのフォローアップを行っている。また，学内の各種運

動施設を利用したスポーツ大会等のレクリエーションやセミナーハウスを利用した合宿や研修

も実施しており，学生の孤立化を防止し，人間関係の構築につながる交流機会を提供している。 

運動，文化，学術系などの多様な学生団体（サークル）の活動においては，新入生歓誘の機

会，部室等の活動場所の提供及び補助金により奨励し，学生自身の趣味や能力，学業との関係

を踏まえながら，豊かな人間関係を構築するための機会も提供している。 
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なお，学生の心身の健康，保健衛生等に関わる指導相談については，主に両校舎の保健室及

び学生支援室において対応している。保健室及び学生支援室では，内科及び精神科の医師，看

護師，カウンセラー（臨床心理士，公認心理師）及び学科からの相談員を配置して心身の健康

及び保健衛生等の指導及び相談に対応している。開室時間は，平日日中に加えて保健室につい

ては実験での負傷も多いため，土曜日午前も対応を行っている。 

健康診断受診時には，通常の健診項目に加えて「日本大学メンタルヘルスチェック（K6）」を

受診させ，リスクが高いと判断された学生については学生支援室でのカウンセリングを促すな

どのフォローを実施している。 

 

［進路支援］ 

○85  キャリア教育・キャリア形成支援等の進路支援をどのように行っているか記述してくださ

い。 

 

 就職指導課及び船橋校舎キャリア支援センターを設置し，学生のキャリア教育・キャリア形

成支援等の進路支援に対応する体制を整えている。また，個別相談コーナー（模擬面接含む）

を対面・オンラインの双方により対応し，事前 Web 予約システムにも応じて，多忙な理系学生

への利便性を確保している。なお，令和元年度から，就職指導課特設 Web サイト（就職担当の

教職員及び在学生のみ閲覧可能なグーグルクラスルーム）を通じて，学生がいつでも，どこで

も就職・キャリア支援のコンテンツにアクセスできるサイトの運用を開始しており，各種ガイ

ダンスのオンデマンド配信，資料の公開及び学部ポータルサイトからのお知らせと連携（リン

ク）によって，情報の認識・利便性向上に努めている。 

また，ガイダンス等については，キャリア意識醸成や就職活動支援のため多様な施策，理系・

技術職特化の就職・キャリア支援プログラムを提供している 。さらに，理工学部独自での合同

会社説明会・企業セミナーの開催や国家公務員採用試験対策講座などを開講している。 

 

［その他支援］ 

○86  正課外における部活動・ボランティア活動等の学生の活動について，どのように活性化を

図っているか記述してください。 

 

課外活動の主体となる学生団体（サークル）には，本格的なレース活動を行う自動車部や鳥

人間コンテストへ出場している航空研究会，学生フォーミュラーカー選手権に出場している円

陣会等をはじめとした授業や実験で得られた知識や技術を深化させ，エンジニアの育成に有益

な活動体験とチームワークを育むことが出来る団体を有することが特徴となっている。 

なお，学生団体の活動実績に応じたサークル室の提供，大会参加費や消耗品費等の活動経費

に対する補助の実施や顕著な社会貢献活動や大学の名誉を高揚する有益な活動と評価された場

合は，その成績に応じて特別補助金を支給する制度を設けるなどの課外活動の活性化を図って

いる。 

ボランティア活動については，板橋区と連携し板橋区立中学校の学習支援員として登録され

た学生に対し，学部から活動場所（区立中学校）までの交通費を補助して活動に伴う経済的負

担を軽減することにより活性化を図っている。 

 

［学生の基本的人権の保障］ 
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○87  ハラスメント防止，プライバシー権の保障や苦情申立への対応等，学生の基本的人権の保

障を図る取組について記述してください。 

 

学生からの相談対応の基本的な態度や考え方などを修得するための本学の学生相談研修会の

受講を奨励して，日本大学インテーカーの認定を促している。両校舎の学生支援室には，イン

テーカー認定者を相談員として配置し，学修・学生生活上の各種問題についての相談に対応し

ている。 

さらに，教職員を対象に現代の学生を理解するために，毎年度，学識者や学生支援室カウン

セラーを講師として迎え，学生支援の事例紹介を交えた学生理解講座（オンライン配信含む）

を開催することにより，対応方法の改善に取り組んでいる。 

 

点検・評価項目② 

学生支援に関わる状況を定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・学生支援に関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が上がって

いる取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，学生支援に関わる事項の改善・向上に取り組み，効果的な取

組へとつなげているか。 

 

○88  学生支援に関わる事項について，どの組織が，どのように点検・評価（検討・検証）して

いるか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記述してくだ

さい。 

 

学生保健委員会においては，学部内の学生傷害事故等調査委員会にて報告された実験中に発

生した傷害事故における原因究明と対策案を審議検討して，対策案を学部内で共有し，実験装

置の取扱い手順や方法の改善を図る等，学部内で改めての注意喚起を行う契機とし，事故防止

に向けての取組を行っている。 

毎年４月に実施する「日本大学メンタルヘルスチェック（K6）」においては，数値や分布傾向

等を把握し，リスクが高いと思われる学生への対応について検討を行っている。 

学生生活委員会においては，学生団体（サークル）の活動実績に応じ，昇格，降格，廃部や

活動実績に応じた補助金支給額の審議を行っている。また，学部祭（桜理祭）の運営に当たっ

ては，学生の実行委員会代表者と学生生活委員会による桜理祭協議会を校舎毎に開催し，企画

内容について確認，審議の上，学部祭（桜理祭）実施に向けて取り組んでいる。 

障がい学生支援委員会においては，決定した合理的配慮の実施状況を，支援対象者及び支援

実施者と面談等を行ってモニタリングを実施している。学生支援実施状況に問題がある場合や

追加等の要望がある場合には，再度委員会に諮る等の対応を行うこととしている。 

また，キャリア支援については，就職指導委員会で，採用活動の動向及び公務員採用試験の

動向等を踏まえつつ，訪問企業からのヒアリングに基づく本学部学生への期待度や学生相談か

ら得られる学生の動向等に基づき点検を行い，その適応度による評価をしている。さらに，当

該評価により，講座内容や学生対応について協議し，キャリア支援に関する改善・向上を図っ

ている。 
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２ 長所・特色・問題点 

【長所・特色】 

本学部における学生支援室は，駿河台・船橋の両校舎とも週５日間，大学本部から派遣された

専門カウンセラー（臨床心理士，公認心理師）の対応だけでなく，本学のインテーカーとして認

定を受けた各学科専任教員が修学上の相談に対応し，保健室の内科及び精神科医師，看護師によ

って運営されている。各構成員が，各々の観点から，相互に連携して各学生の支援に対応してい

ることが長所，特色となっている。 

 就職支援における長所・特色として，就職指導委員会，就職指導課と教職員が密接に連携する

組織体制をとり，「技術系」に特化した適切な進路選択・就職活動に関わる指導・ガイダンスを

実施している。「就職ガイダンス」，「進路ガイダンス」及び「進学説明会」などを開催し，多種

多様な切り口から就職・キャリア支援をしている。 

また，各学科に配置されている就職担当教員は，先進技術動向の把握及び研究室単位による卒

業生との密接な仲介により，技術職・エンジニア輩出に向けた極めて専門性の高い情報取得と適

時適切な学生アドバイスを行っている。 

【問題点】 

駿河台校舎は都市型キャンパスであるため，スペースの制約が多く，学生支援室も狭あいであ

るため，相談希望者が気楽に訪れることが難しい環境にある。近年，全国的な傾向と同様に，本

学部においてもカウンセリング及び合理的配慮の支援希望件数が増加しているため，来室件数を

注視しつつ更なる環境整備が必要と認識している。 

 令和６年度，障害者差別解消法による合理的配慮が私立大学においても義務化されたため，更

なる教職員の意識向上が課題となっている。 

就職支援における問題点として，マイナビなどの就職情報サイトで手軽に就職に関する情報を

学生が得られることもあり，コロナ禍を経て，近年は就職・キャリア支援プログラムへの参加学

生に減少傾向が見られ，特に令和５年度は大きく減少したことが挙げられる。上記情報サイトだ

けでは得られない理工学部在学生に特化した情報を提供する就職講座等もあるため，大学が企画

する講座等への積極的な参加をより促したい。 

 

基準８ 教育研究等環境 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

教育研究等環境の整備に関する方針に基づき，学生の学習，教員の教育研究活動に必要な環

境を適切に整備していること。 

＜評価の視点＞ 

・教育研究等環境の整備に関する方針に基づき，学生の学習環境や教員の教育研究環境を適

切に整備しているか。 

・学生の学習や教員の教育研究活動の必要性に応じてネットワーク環境やＩＣＴ機器を整備

し技術的な支援を行う等により，それらの活用を促進しているか。 

・学生及び教職員の情報倫理の確立を図るために取り組んでいるか。 

 

○89  バリアフリーへの対応をしていますか。 
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［自己評価］ 

□全ての校舎において対応している。 

■一部の校舎において対応していない。 

現状は多くの学生が授業等で利用する一部の建物についてはバリアフリー化されている

が，それ以外の建物については，建替計画等や利用者の要望も加味しながら，適宜予算を申

請し，実行していく予定である。 

 なお，建物以外のバリアフリー対応状況としては，大学本部にて視聴覚に障がいのある学

生を主な対象として，音声認識によるテキスト書き出し，音声合成による読み上げを行うア

プリのライセンス契約を締結しているため，希望者は両校舎の学生支援室に申し出ることに

より，その利用が可能となっている。 

□その他回答 

○90  施設，設備等の安全・衛生の確保に取り組んでいますか。 

 

［自己評価］ 

■全ての校舎において対応している。 

□一部の校舎において対応していない。 

□その他回答 

○91  施設，設備等の維持及び規定に基づいた管理をしていますか。 

 

［自己評価］ 

■全ての校舎において対応している。 

□一部の校舎において対応していない。 

□その他回答 

○92  学生や教員に対し，ネットワーク環境やＩＣＴ機器に関する技術的な支援をどのように行

っているか記述してください。 

 

 ＩＣＴを活用した教育支援及びネットワークシステムの発展を図り，本学部の教育・研究の

推進に寄与することを目的に設置している情報教育研究センターが中心となり，ネットワーク

環境やＩＣＴ機器の整備を図っている。ネットワーク環境については，オンライン授業等で重

要性を増しており，セキュリティ・接続しやすさ・高速化・大容量通信等の向上を図る計画を

立案し，順次整備を進めている。 

学生向けには，各校舎に設置しているコンピュータ演習室を授業で利用していない時には学

生が自由に利用できるように開放しており，専門分野のソフトを活用して課題・レポート等の

作成が可能となっている。 

また，教職員向けにはオンライン授業・イベントのオンデマンド配信等に対応するための撮

影機材等を配備したＩＣＴ支援室を設置して，活用している。 

○93  学生の自主的な学習を促進するために，どのように環境整備をしているか記述してくださ

い。 

 

各校舎に「パワーアップセンター」を設置している。船橋校舎では，英語・数学・物理・化

学に不安や苦手意識のある学生向けに基礎講座，個別指導及び English Lounge を用意してい

る。また，駿河台校舎では，個別指導として主に数学基礎，物理基礎，化学基礎，英語基礎及
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び English Loungeを用意している。さらに，数的処理，公務員試験対策，TOEIC対策・論文指

導のサポートも行っている。 

また，各校舎図書館にはリーディングルームを設け，自習スペースとして活用することがで

きる。 

○94  学生に対し，情報倫理を遵守させるために，どのように取り組んでいるか記述してくださ

い。 

 

本部で策定した「日本大学情報管理宣言」は毎年４月に配布するとともに，各種印刷物等に

掲載し，周知を図っている。 

○95  教職員に対し，情報倫理を遵守させるために，どのように取り組んでいるか記述してくだ

さい。 

 

本部で策定した「日本大学情報管理宣言」は教職員向けに毎年４月に配布するとともに，各

種印刷物等に掲載し，周知を図っている。 

また，情報教育研究センターが情報管理の徹底，情報セキュリティの強化を図るために「持

ち出し情報機器対策ガイドライン」を作成・周知するとともに，「Emotet」等のマルウェア感染

防止のための不審メール受信に対する注意喚起を教職員向け回覧で行う等の対応を行ってい

る。 

 

点検・評価項目② 

図書館サービス及び学術情報サービスを提供するための体制を備えていること。また，それ

らを適切に機能させていること。 

＜評価の視点＞ 

・図書その他の学術情報資料を体系的に整備しているか。 

・図書や学術情報資料の利用促進するための取組を図っているか。 

・図書館には，学生及び教員の利用のために，必要な専門的な知識を有する職員を含む人員

を適切に配置しているか。また，図書館等の施設環境が適切であるか。 

 

○96  図書や学術情報資料の利用促進のために，どのように取り組んでいるか記述してくださ

い。 

 

図書や学術情報資料の利用促進のため，入学時に図書館利用に関するガイダンスを行い，基

本的な図書館の利用の仕方，学術情報資料の検索の仕方，電子資料の利用の仕方についての理

解を深めている。あわせて，館内における利用に関する問い合わせなどに常時対応している。 

図書館の開館時間は，駿河台図書館が９時～21時，船橋図書館が９時～20時であるが，更に

学習を継続したい利用者のために，リーディングルームの利用時間を８時～22時とし，学習の

利便性を高めている。さらに，各教員と連携し，講義に直接的に関連する図書や学術情報資料

を揃えると同時に，最新の研究動向に合わせて蔵書を整えている。 

○97  司書有資格者の人数を記載してください。 

 

駿河台図書館 

専任職員：２人，臨時職員：０人，派遣職員：１人，業務委託職員：８人 
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船橋図書館 

専任職員：１人，臨時職員：０人，派遣職員：０人，業務委託職員：９人 

○98  図書館分館独自の取組について記述してください。 

 

図書館理工学部分館では，船橋図書館がＣＳＴミュージアムを設置しており，本学の教育・

研究の成果を展示・公開している。公開は，通常の展示に加え，毎年テーマを定めた特別展を

実施している。学内者だけではなく，学外者の見学も受け入れており，オープンキャンパス参

加者への公開，地域住民への公開による教育・研究状況の社会的還元，また，学会開催時及び

共同研究等における学外研究者への公開等を通じ，広く情報発信を行っている。 

 

点検・評価項目③ 

研究活動に関わる支援，条件整備を通じ，研究活動の促進を図っていること。また，健全な

研究活動のために必要な措置を講じていること。 

＜評価の視点＞ 

・研究に対する大学の基本的な考えに沿って，長期的な視点に立った支援や条件整備を十分

に行い，各教員の研究活動の活性化につなげているか（教員に対する研究費の支給，研究室

の整備，研究時間の確保，専門的な研究支援人材の活用等の人的な支援，若手研究者育成の

ための仕組みの整備等）。 

・研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程を定め，かつ，学生も含めて研究倫理の遵守

を図る取組を行っているか。 

 

○99  外部資金獲得のために，どのような学部等独自の制度や取組があるか記述してください。 

 

 毎年，科研費審査経験者等による外部資金獲得説明会を開催している。ただし，本部が全学

を対象として科研費申請講演会等，外部資金獲得に係る説明会を実施する年度（令和５，６年

度）においては，学部における開催に代わる取組として扱っている。 

本学部が実施する助成金として，競争的研究費（理工学研究所外部資金獲得（スタートアッ

プ）支援研究助成金，理工学研究所外部資金展開（ステップアップ）支援研究助成金）による

外部資金獲得及び更なる上位種目等の獲得支援を実施している。 

 なお，科研費，受託研究及び研究奨励寄付金の受給者に対して，その受給状況に応じて外部

資金獲得に対する採択奨励費を支給することにより，外部資金獲得の活性化を促している。 

○100  研究時間確保や研究専念期間保障のために，どのような制度や取組があるか記述してくだ

さい。 

 

大学の制度である海外派遣研究員（短期Ｂ：派遣期間 15～35日）に準じた理工学部海外派遣

研究員制度があり，大学の制度と同様に「学術の研究，学術の国際交流及び大学の発展に資す

る」という目的の下，海外において専門分野の研究，調査等に専念することを可能とする機会

を確保している。 

○101  若手研究者育成のために，どのように取り組んでいるか記述してください。 
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若手研究者の育成と研究活動の充実を図ることを目的に定めた大学の規程に基づき，理工学

部において研究プロジェクトの実施に当たり，内規を定め，ＲＡを受け入れる体制を整備して

いる。 

○102  ＲＡやＰＤを置いている場合，どのようなガイダンスや研修を実施し，どのような業務を

させているか記述してください。 

 

専任の研究者と共通の内容であるコンプライアンス教育及び研究倫理教育の受講を実施して

いる。業務については，受入研究者の指導・管理の下，参画プロジェクトにおける役割分担を

担っている。 

○103  学生に対して，研究倫理を遵守させるために，どのように取り組んでいるか記述してくだ

さい。 

 

 本部の取組に即して，博士前期課程及び博士後期課程新入生を対象に，大学院委員会で作成

した「大学院での研究活動において大事なこと～研究倫理～」及び教育教材として日本学術振

興会「科学の健全な発展のために一誠実な科学者の心得一」【テキスト版】（SECTIONⅢ「研究を

究める」及び SECTIONⅣ「研究成果を発表する」）を４月のガイダンス時に配布の上，熟読する

よう指導し研究倫理教育を実施している。 

また，研究費を受給している大学院生については，理工学部と共通の内容であるコンプライ

アンス教育及び研究倫理教育の受講を実施している。 

 

点検・評価項目④  

教育研究等環境に関わる状況を定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組んでいる

こと。 

＜評価の視点＞ 

・研究等環境に関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が上がっ

ている取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，研究等環境に関わる事項の改善・向上に取り組み，効果的な

取組へとつなげているか。 

 

○104  研究等環境に関わる事項について，どの組織が，どのように点検・評価（検討・検証）し

ているか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記述してく

ださい。 

 

図書館に関する事項においては，図書委員会及び同小委員会において，図書館における研究

等環境に対する意見を聴取すると同時に，蔵書内容について確認をし，教育・研究上有用な蔵

書構成を目指している。また，船橋図書館で管理しているＣＳＴミュージアムにおいては，同

運営委員会において，受贈・寄贈品についての評価を行うと同時に，特別展における公開内容

を精査している。 

研究室の整備において，各府省から受け入れた競争的資金（科学研究費助成事業等）の間接

経費の理工学部における使用分を，管理部門等及び研究部門とで原則各 50％ずつに配分して使

用している。管理部門等においては，学部全体の研究環境改善等のための経費に充て，研究部

門においては，当該競争的資金の採択を受けた研究者ごとに配分し研究者自身の研究環境づく

りのための経費に充てている。特に後者の研究者個人への配分により，個別の環境に即した自
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由度の高い環境整備・改善に資する取組として実施している。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【長所・特色】 

 学部が実施する助成金による外部資金の獲得の活性化を図ることに加え，各府省から受け入れ

た競争的資金の間接経費の研究者への自由度が高い配分とすることにより，研究者の外部資金獲

得に対する意識向上に結びついていることが，長所・特色といえる。 

【問題点】 

電子ジャーナル及び外国雑誌等の購入に当たり，円安傾向が続く為替変動及び出版社の大幅な

値上げ要求により，図書予算全体に占める電子ジャーナル及び外国書籍の経費割合が大きくなり，

通常の図書購入費用を大きく削減しなければならない点にある。これにより，購入図書はその購

入数が大きく制限されることになり，必然的に教育・研究上より有用であると考えられる資料を

優先的に購入することになり，大学在学中に，多角的に価値観の醸成や人間性の育成に資するよ

うな機会を提供することが難しくなってきている。今後は，現在購入している電子資料等の精査

を厳格に行い，契約対象の見直しを早急に進めなければならない状況にある。 

 

基準９ 社会連携・社会貢献 

１ 現状分析 

点検・評価項目① 

社会連携・社会貢献に関する方針に基づき，社会連携・社会貢献に関する取組を実施してい

ること。また，教育研究成果を適切に社会に還元していること。 

＜評価の視点＞ 

・学外機関，地域社会等との連携，大学が生み出す知識，技術等を社会に還元する取組を行

い，社会に対し周知しているか。 

・社会連携・社会貢献に関する取組により，地域や社会の課題解決等に貢献し，学部等の存在

価値を高めることにつながっているか。 

・社会連携・社会貢献に関する情報を社会に対し周知させる取組を行っているか。 

 

○105  社会連携・社会貢献に関する情報を社会に対し周知するために，情報にアクセスしやすい

ように特設サイトを開設しているか。 

 

［自己評価］ 

■特設サイトを開設している。 

□特設サイトを開設していない。 

□その他回答 

 

点検・評価項目② 

社会連携・社会貢献活動の状況を定期的に点検・評価し，改善・向上に向けて取り組んでい

ること。 

＜評価の視点＞ 

・社会連携・社会貢献に関わる事項を定期的に点検・評価し，当該事項における現状や成果が
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上がっている取組及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して，社会連携・社会貢献に関わる事項の改善・向上に取り組み，

効果的な取組へとつなげているか。 

 

○106  社会連携・社会貢献に関わる事項について，どの組織が，どのように点検・評価（検討・

検証）しているか記述してください。また，その結果，改善・向上を図った事例等について記

述してください。 

 

社会連携・社会貢献活動の点検・評価方法としては，これまでは各部署(学科・委員会・課等)

において事業を計画・実施していた。今後は，事業の実施後，各部署において参加者・相手方

のニーズ，成果等を把握するべく情報収集を行い，事業の改善・向上の取組に向けての支援を

理工学部地域連携推進委員会が主体として取り組む。改善・向上を図った事例としては，図書

館公開講座において，参加のための利便向上を図るため，ＩＣＴツールを活用して対面型・オ

ンライン型のハイブリッド方式で開催している。今後の改善点としては，理工学部全体として

社会連携・社会貢献の点検・評価を行う方法等を検討しており，理工学部地域連携推進委員会

において，各部署(学科・委員会・課等)が社会連携・社会貢献に関する方針に沿うどのような

活動を行っているのかを整理し，実施状況の把握及び効果の実態について，理工学部内部質保

証推進委員会に報告することで情報の共有化を図ることとしている。 

  また，研究面においては理工学部学会・協会賞等受賞者表彰制度に基づき，国内外の学会・

協会等の学術団体からその優れた研究業績や功労によって表彰された者等を，毎年度理工学部

として改めて表彰することを通して，諸活動の活性化及び資質向上を図っている。 

 

２ 長所・特色・問題点 

【長所・特色】 

理工学部としての社会連携・社会貢献に関する方針を定め，理工学部の教育研究活動における

成果を還元すべく「学外機関、地域社会等の連携」を各部署(学科・委員会・課等)において積極

的に推進している。社会連携・社会貢献の方針に基づく活動について網羅的に整理し，ホームペ

ージにて情報発信を行い，情報を分かりやすく発信することで学内外にわたって活動の共有を図

る。 
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